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第２節 自主的な環境保全行動の促進 
 

１ とくしま環境県民会議 

徳島県環境基本条例の基本理念を踏まえ、平成12年1月29日に「人と自然とが共生する住みやすい徳島」を実現

するために、県民、事業者、行政の各主体が緊密な連携及び協力のもとで、それぞれの役割に応じて積極的かつ

主体的に環境負荷の低減に向けた行動を実践することを目的として、「とくしま環境県民会議」が設立されました。 

とくしま環境県民会議の概要については、次のとおりです。 

 

（１）とくしま環境県民会議の組織 

 

図2-4-1 とくしま環境県民会議の組織 

 

会員数 139 

市民・民間団体等 35 

事業者・事業者団体等 56 

マスコミ等 4 

行政機関 37 

学識経験者 7 

平成20年9月30日現在 

 

（２）とくしま環境県民会議の事業 

① 全体事業 

● 広報活動の実施 

● 環境の保全及び創造に顕著な功績のあった方などへの表彰の実施 

● 環境ボランティア交流会の実施 

● グリーン購入や事業者の環境配慮活動の支援 

● 環境教育・学習の推進 

総会 

監事 

幹事会 企画運営委員会 

ストップ温暖化部会 

クリーン・リサイクル推進部会 

グリーン購入徳島ネット 

とくしま地球環境倶楽部 

環境首都とくしま推進委員会 

とくしま環境学習推進会議 
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② 部会事業 

● ストップ温暖化部会 

壁面緑化・屋上緑化の推進やストップ温暖化とくしまキャンペーン、省資源・省エネルギーの推進、徳

島エコカーライフの推進など 

● クリーン・リサイクル推進部会 

「ごみゼロの日」キャンペーンや３Ｒ推進セミナーの実施、エコイベントの普及など 

 

２ みなみから届ける環づくり会議 

徳島県の南部圏域において、民間主導による民産学官の協働型環境保全活動を推進するため、平成18年7月5日

に企業、農業協同組合、民間団体、研究機関、研究者、徳島県林業公社、市町、県南部総合県民局が設立趣意書

に署名し、「みなみから届ける環づくり会議」が設立されました。 

会議ではＰＣＭ(ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ･ｻｲｸﾙ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ)手法を用いた意見集約を行い、それぞれが対等の立場で議論して県南

の環境課題を抽出し、これを基に平成19年3月14日、５つの環境保全活動を決定しました。 

このうち平成19年度は「地球温暖化対策のための交通渋滞対策社会実験」、「産学官の協働による一斉水質調査」、

「竹林管理のあり方に関するアンケート調査」といった実質的な活動に踏み出しました。平成20年3月20日には徳

島市で第１回シンポジウムを開催し、これらの活動状況と成果を発信しました。 

平成20年度は、一斉水質調査、水生生物、交通渋滞、竹林の４つのワーキンググループを設置し、それぞれで

活動しています。グループではそれぞれの課題と解決に向けたアイデア等を出席者から出し合い、毎回の会議で

は前回の議題を振り返りつつ、さらに前に進んだ討議を重ねています。中でも、住民及び企業等を巻き込んだ一

斉水質調査や自動車を極力使用せずに通勤する社会実験では大勢の参加協力を得て、民産学官それぞれが役割を

分担して協働することで、地球環境について地域ぐるみで考えるきっかけとなるよう活動しています。 

（１）みなみから届ける環づくり会議が決定した協働型環境保全活動 

図2-4-2 みなみから届ける環づくり会議が決定した協働型環境保全活動
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（２）みなみから届ける環づくり会議が実施した環境保全活動 

① 着手した活動 

● 県南地域における民産学官協働一斉水質調査（阿南市、那賀郡、海部郡） 

平成19年度には、企業４社、２市町、阿南高専、徳島大学及び県南部総合県民局が共同で、阿南市内の

４河川について76地点のパックテストと31地点の環境分析を行いました。 

平成20年度は前回調査機関に３町と中・高生や一般住民が加わり、約570名が参加して県南地域の河川や

用水路の一斉水質調査を8月4日に実施しました。参加者が採取した水のpH・CODをパックテストを使って自

分で測定するとともに、企業と県民局で34地点の環境分析を行いました。結果を徳島大学の協力によりＧ

ＩＳ（地理情報システム）に入力して水質地図を作成、これを公表することで、地域の水環境への保全意

識を促すことを目的としています。 

 

● 地球温暖化対策のための交通渋滞対策社会実験（阿南市） 

平成19年度に引き続き20年度と、地球温暖化の主たる原因とされるＣＯ２削減と交通渋滞解消に寄与す

るための社会実験を行っています。 

平成19年度は、11月12日から16日にかけて、交通渋滞の激しい阿南市において、企業2社、阿南高専及び

南部総合県民局が共同し、約550人の参加者による時差出勤などを中心とした社会実験を行った結果、県道

の渋滞緩和などの効果が見られました。 

平成20年度には、公共交通機関や二輪車等に乗り換えたり、相乗りをするなどによりできるだけ自動車

を使用せずに通勤する実験を行っています。この実験は、公共交通機関の協力を得ながら、企業2社、県民

局の参加協力により実施しています。比較検証のため、参加者全員に対し、実験期間中と通常時の交通行

動調査を行うとともに交通量調査も実施し、これらを阿南高専により総合的に効果を分析する予定です。 

 

● 県南における水辺生物等調査(海部郡) 

地元の環境保護に取り組んでいるＮＰＯと、阿南高専をはじめとする環づくり会議メンバーが協力して

牟岐町沿岸地域の水生生物等の調査を行っています。得られた結果は生物保護への活用だけでなく、地域

活性や環境教育資料としての活用を検討していきます。 

 

② 検討中の活動 

● 竹林拡大に関する意識調査(阿南市) 

竹林の拡大が与える影響と地元住民の竹林利用や管理意識について調査研究をしています。平成19年度

にはアンケート形式による意識調査を実施しました。平成20年度には徳島大学の協力を得て、竹林を栽培

し、生産に利用している農家及び農協など関係機関等から直接聞き取り調査を行い、竹林、里山管理のあ

り方について調べています。 

 

 

３ 県民参加の森づくり  

（１）緑化の推進 

  森林は、やすらぎと潤いのある県民生活に重要な役割を果たしており、緑豊かな生活環境と健全な森林づく

りを推進するため、「緑の募金」の促進を図るとともに、身近な緑の保全活動等を通じて、緑や森林に対する県

民の理解と協力意識の高揚に努めております。 

  また、緑を守り育てる豊かな心を持つ青少年の育成を目的として、「緑の少年隊」の結成とその活動を支援し

ており、平成19年度末現在では、70隊約5,382人の隊員が、レクリエーション活動や奉仕活動などを行っていま

す。 
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図2-4-3 緑の募金の推移
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図2-4-4 緑の少年隊の推移 
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（２）県民参加の森づくり運動の推進 

  森と人との共生を理念とする「千年の森づくり」をスローガンに掲げ、県民参加の森づくり運動を推進して

おります。 

  この運動を全県的に展開するため、森づくり運動の普及啓発、「森の案内人」等の指導者の育成、森づくり活

動拠点の整備等を実施しております。また、森づくりボランティアや森づくり団体の育成とその活動を支援し

ております。 
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図2-4-5 県民参加の森づくりボランティア参加者数の推移 
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（３）どんぐりプロジェクトの推進 

  南部総合県民局では平成17年度から「どんぐりプロジェクト」として、県南地域の自然林から種子を採集し

て育苗し、公共事業や災害復旧事業地等での植栽に用いることで、地域の植生の再生復元と生物多様性を確保

する取り組みを行っています。５つの企業と３つの小学校の協力のもと、在来樹種の育苗に取り組み、これま

でに事業に使ったどんぐり等の数は平成20年7月現在で8万個を超えました。 

平成19年度は、３箇所の公共事業地で試験植樹を行うとともに、阿南市の南部健康運動公園において「知事

と創ろう21世紀の森植樹行事」を行い、育苗参加者や地元小学校・住民とともに4,000本以上を植樹しました。 

このような官民の協働が評価され、平成20年度は瀬戸内オリーブ基金から100万円の助成を受けて、さらに事

業を伸展させています。 

 

 

４ アドプト・プログラム制度 

（１）概要 

  アドプトとは英語で”養子縁組”を意味する言葉で、この制度は、地元の企業や団体が、自分たちの周りに

ある道路や河川、公園といった公共物の一部を担当し、空き缶拾いなどの清掃活動を行うことで、きれいな環

境を創り出そうとするアメリカで考え出された制度です。 

  具体的には、地元企業や住民と清掃内容等を明記した合意書を取り交わし定期的に清掃活動を行うものです。 

（２）注目点（特徴） 

  アドプト活動は、子供からお年寄りまで、誰もが簡単に参加できることから、ボランティアを始めるきっか

けとなったり、ゴミ処理やゴミ袋の提供等については市町村や国・県など行政機関が役割分担することから、

ボランティアをする住民と行政が互いに助け合いながら、地域をきれいにするといった官民協働の新たな取り

組みとして注目を集めています。 

  また、この活動は、単なる清掃ボランティアではなく、自分たちの暮らす地域を自分たちの力できれいにす

る活動であり、続けることでより一層その地域に愛着が湧き、ひいては地域や住む人みんなを元気にする活動

でもあります。 
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（３）経緯 

平成10年度 本県のアドプト・ア・ハイウェイ神山会議が日本で初めてこの制度を導入 

平成11年度 「アドプトプログラム吉野川」として吉野川交流推進会議（県、国、流域市町村、民間企業・

団体で構成）が吉野川に、「OURロードアドプト」として本県が県道にこの制度を導入 

平成12年度 8月に、本県がアドプト先進県であることを全国に向け情報発信するため「アドプトプログラ

ム全国大会」を開催 

平成13年度 「ボランティアサポートプログラム徳島」として国土交通省徳島河川国道事務所が国道（国土

交通省管理）」に、「徳島県土木施設アドプト支援事業」として県が県管理土木施設全般（県道、

河川、海岸、港湾、公園）」に導入 

平成14年度 「アドプト那賀川」として、アドプトネットワーク那賀川（地元企業等で構成）が那賀川でア

ドプト開始 

 本県のアドプト状況を取りまとめたホームページ「アドプト大国とくしま」を県のホームペー

ジに開設 

 

（４）県の取り組み 

  県としては、県の管理する土木施設にこの制度を採用するとともに、この制度を更に普及・啓発するために、

県のホームページ上に「アドプト大国とくしま」のページを設け、県内のアドプト情報を掲載し県内はもとよ

り日本全国に情報発信を行っています。 

 

（５）現状 

  県内ではアドプトの輪がますます広がり、本県にとってなくてはならない制度として県民の間に定着してき

ています。平成19年度末現在、アドプトプログラムに参加されている企業・団体の数は、県下で701団体・企業

となり、平成18年度末に比べ161団体・企業増えています。 

 

表2-4-3 県内のアドプトプログラムの実施状況 （平成20年3月31日現在） 

場   所 団 体 数 登録人数(人) コーディネーター 

吉 野 川 136 16,045  吉 野 川 交 流 推 進 会 議 

那 賀 川 35  1,907  アドプトネットワーク那賀川 

県 道 265 6,186 徳島県県土整備部 道路保全課 

県 管 理 河 川 78 3,718  河 川 課 

海 岸 22  972  港 湾 課 

公 園 10  386  都 市 計 画 課 

国 道 155 6,365 国土交通省徳島河川国道事務所 

合 計 701 35,579   
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５ 環境に配慮した事業活動の促進 

県は、自身が大規模な事業主体であり、率先して環境に配慮した事業活動を行うことで市町村・事業者の同様

な行動を誘発することが期待できるとの認識のもと、自らの事務・事業に伴う環境への負荷の低減に向けた具体

的な取り組み・目標等を定めた「エコオフィスとくしま・県率先行動計画」（第3次計画）を策定・推進してきた

ところです。 

これをさらに前進させるため、本庁において実施する全ての事務・事業を対象として、環境マネジメントに関

する国際規格であるISO14001環境管理システムを導入（平成12年2月22日認証取得）し、本庁、3合同庁舎、5庁舎

（南部総合県民局、西部総合県民局）、1総合土木庁舎及び企業局総合管理事務所を対象範囲とし、環境保全・創

造に向けた更なる取り組みの拡大を図っています。（平成18年2月22日更新） 

また、県率先行動計画に基づく平成19年度の取り組み実績については、温室効果ガスの総排出量が基準年度（平

成15年度）と比較して9.4%の減少となっており、重点的な取り組み項目（9項目）についても、用紙類使用量をは

じめ6項目について基準年度から前進（削減）が図られています。しかし、その一方で廃棄物中資源ごみ量につい

ては基準年度から増加した結果となっています。 

今後も、環境管理システムや平成17年4月に策定した第3次「エコオフィスとくしま・県率先行動計画」により、

取組の推進を図っていきます。 

 

表2-4-4 第3次計画の重点的な取り組み項目の目標及び実績数値 

重 点 的 な 取 り 組 み 項 目 
基準年度 

実 績 
実 績 数 値 

基 準 

年 度 比 
2 1 年度目標 

①用紙類中初めて使用する木材パルプの量 15t H19 24t +60.0%  基準年度から60%削減 

②用紙類使用量 10,761万枚 H19 8,656万枚 -19.6% 基準年度から22%削減 

③上水道使用量 1,122千m3 H19 944千m3 -15.9%  基準年度から2%削減 

④電気使用量 60,278千kwh H19 59,535千kwh -1.2% 基準年度から5%削減 

⑤公用車の燃料使用量 1,567kl H19 1,520kl -3.0% 基準年度から6%削減 

⑥エネルギー供給施設等の燃料使用量 3,495kl H19 2,667kl -23.7% 基準年度から6%削減 

⑦廃棄物中廃棄処分量 1,661t H19 1,603t -3.5% 基準年度から23%削減 

⑧廃棄物中資源ごみ量   765t H19   841t +9.9% 基準年度から22%削減 

⑨再資源化率   - H19   79.3% - 100% 

(注)1 用紙類使用量は、プリンタ（コピー用紙等を含む）用紙及び罫紙・立案用紙の量。 

2 公用車の燃料使用量には、船舶及びヘリコプターの燃料使用量は含まない。 

 

表2-4-5 温室効果ガス総排出量の目標及び実績数値 

基準年度実績 実 績 数 値 基準年比 2 1 年度目標 

40,324t-CO2 H19 36,530t-CO2 -9.4％ 基準年度から5%削減 

(注) 温室効果ガス総排出量は、県の事務・事業に伴う電気や燃料使用量に係る二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素の排出

量及びHFC（ハイドロフルオロカーボン）の各排出量に、温暖化係数を乗じて算定。 

 

さらに、徳島県グリーン調達方針等推進方針に基づく平成19年度の調達実績については、調達目標100％を達成

した分野（「家電製品」、「温水器等」）や概ね目標を達成した分野（「文具類」、「オフィス家具等」等）があったも

のの、製紙メーカー各社による古紙パルプ配合率偽装問題により、「紙類」について古紙パルプ配合率１００％の

コピー用紙の調達が困難となっております。今後とも庁内への周知徹底を図り、グリーン購入の一層の推進を進

めていきます。 
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表2-4-6 平成19年度環境物品等の調達実績の概要 

分野 調達目標 調達率 

紙類 100％ 77％ 

文具類 100％ 97％ 

オフィス家具等 100％ 99％ 

OA機器 100％ 97％ 

家電製品 100％ 100％ 

エアコンディショナー等 100％ 79％ 

温水器等 100％ 100％ 

照明 100％ 98％ 

自動車等 100％ 89％ 

制服・作業服 100％ 81％ 

インテリア・寝装寝具 100％ 97％ 

作業手袋 100％ 98％ 

その他繊維製品 100％ 100％ 

役務 100％ 97％ 

設備 ※１ ※２ 

消火器 100％ 97％ 

※１：燃料電池を導入  ※２：目標どおり導入  

 

次に、市町村については、地球温暖化対策推進法が平成11年4月から全面施行されたことに伴い、自らの事務・

事業に係る温室効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する計画（実行計画）の策定が義務付けられたことか

ら、各市町村において策定作業が進められてきました。平成20年5月現在、8市町村（全24市町村）で策定済みと

なっていますが、未策定の市町のほとんどは、市町村合併による新たな計画の策定が必要な市町村です。 

また、ISO14001環境管理システムの導入に向けた取り組みを検討する市町村もあり、県では自らの認証取得時

やシステムの運用段階で得られたノウハウ等の情報提供によりISO14001の普及・支援を行っています。 

さらに、県内の中小企業のISO14001の認証取得を支援するため、平成19年10月より新たに地球温暖化対策資金

による融資制度を設けています。 

なお、本県においても事業所等におけるISO14001環境管理システムの導入が進められ、平成20年3月末現在では

79事業者((財)日本適合性認定協会のデータベースによる)が認証取得しています。 
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１ 基本理念 

 徳島県は、鳴門海峡から太平洋までの変化に富んだ、長く美しい海岸線、西日本第二の高峰・剣山、四国三郎の

別名を持つ吉野川に代表されるように、全国に誇る美しく豊かな自然に恵まれています。 

しかし、２１世紀を迎えた今日、物の豊かさを追い求めてきた経済社会活動の拡大が、私たちの身近な環境のみ

ならず、人類共通の生存基盤である地球環境までも損なおうとしています。 

 このような中で、本県の目指す姿と課題の解決に向けての具体的目標を示した「オンリーワン徳島行動計画」の

基本目標の一つに、豊富な自然環境を活かした、世界に誇れる「環境首都とくしま」の実現を掲げたところです。 

 これまでも、本県では、平成１１年３月に制定した「徳島県環境基本条例」に基づき様々な取り組みを進めてき

ましたが、この「環境首都とくしま」を実現するため、新たに、平成１６年３月に、県民、事業者、行政など、あ

らゆる主体の行動の指針であり規範となる「環境首都とくしま憲章」を策定するとともに、本県の環境の保全・創

造のための基本的方向や目標を示した「徳島県環境基本計画」を見直しました。 

私は、こうした取り組みをさらに前進させるため、県のあらゆる施策に環境の視点を取り入れるとともに、ISO 

1400１に基づく環境マネジメントシステムを運用し、さらに継続的に改善を行い、徳島の環境の保全・創造に全力

で取り組みます。そして、県民、事業者、行政が一体となって「環境首都とくしま」の実現を目指します。 

 

２ 基本方針 

 県は、基本理念をもとに、環境の保全・創造を積極的に推進します。特に、次に掲げる項目については、重点的

に取り組んでいきます。 

（１）「環境首都とくしま」の実現に向け、「徳島県環境基本計画」に位置づけた主要施策である「人と自然との共

生」、「循環を基調とする健全な社会の実現」、「地球環境保全への貢献」、「参加と協働による環境保全の取組」、

「環境の保全・創造への基盤づくり」に取り組みます。 

 

（２）県で行う事務・事業について、環境に関する法令等の遵守はもとより、環境に与える影響を総合的に把握し、

環境負荷の低減にむけ、重点的に推進します。 

  ①県におけるオフィス活動によって生じる環境負荷の低減 

  ②公共事業の執行に伴って生じる環境負荷の低減 

 

 以上の取組を確実なものとするため、職員の環境意識の向上と環境に配慮した行動の定着を図る教育・訓練を徹

底するとともに、積極的に広く環境情報を公開します。 

 

平成１6年4月１日 

徳島県環境マネジメント推進組織 

環境管理総括者 徳島県知事 飯泉 嘉門 
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図2-4-6 県の環境マネジメントシステムの枠組み 

継続的な改善

Action Plan

Check Do

力量、教育訓練及び自覚

不適合並びに是正及び予防措置 コミュニケーション

文書類

内部監査

記録の管理

点検及び是正措置

監視及び測定

順守評価

資源、役割、責任及び権限

文書管理

運用管理

緊急事態への準備及び対応

法的及びその他の要求事項

目的、目標及び実施計画

実施及び運用

環境方針

マネジメントレビュー 計画

環境側面

 

 

６ 今後の取り組みの方向性 

（１）とくしま環境県民会議 

 今後とも、県民や事業者の皆さん、行政など各主体が、それぞれの役割に応じて環境負荷を減らす行動を進

めていくため、広報活動やイベントの開催、表彰などを行います。また各部会において、地球温暖化防止に向

けたキャンペーン、ごみの減量化やリサイクルの推進に努めます。さらに「環境首都とくしま憲章」のより一

層の普及に取り組みます。 

 

（２）みなみから届ける環づくり会議 

 県では「みなみから届ける環づくり会議」における民間主導の原則を守り、民産学官による協働型環境保全

活動を積極的に側面支援するとともに、今後も「外部資金の獲得」、「資材･人材･資金の持ち寄り」、「若手研究

者や専門技術者の積極的登用」の３つの行動原則による実践的な環境保全活動を推進していきます。 

 

（３）県民参加の森づくり 

  県の森づくり活動の拠点である「県立高丸山千年の森」等を活用して、緑や森林に対する県民意識の高揚と

県民参加の森づくり運動をより一層推進します。 

 また、どんぐりプロジェクトの推進により自然再生と生物多様性の保全を図るほか、プロジェクトにおける

外部資金・資材の受け入れやカーボンオフセットへの対応などを検討していきます。 

 

（４）アドプト・プログラム制度 

  今後においても、ホームページなどを積極的に活用しアドプトプログラム制度の普及・啓発を行い、多くの

県民の環境への意識や関心を高めるとともに、新たに参加する団体・企業を増やすことで、きれいで元気な徳

島づくりに寄与していきます。 

  また、本県が全国に先駆けこの制度を採用し、多くの県民の参加を得て県内に拡がっているという「アドプ

ト大国とくしま」というクリーンでオンリーワンなイメージを全国に向け情報発信することにより、本県の観

光振興や地域振興にもつなげていきます。 

 

（５）環境に配慮した事業活動の促進 

  県の事務事業について、本県の環境管理システムをより有効に機能させることにより、環境保全・創造にむ

けた施策や県率先行動計画、グリーン調達等推進方針等に基づく取り組みについて、継続的な改善を図り、環

境行政の充実発展を進めていきます。また、市町村に対しても同様な取り組みを推進していきます。 

  また、平成18年度からは、徳島県生活環境保全条例において事業を行う者の環境配慮等が規定され、環境配

慮の推進に取り組んでいます。 


